
令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

仮庁舎、仮設庁舎で業務を遂行するにあたり、一
部制約が生じているものの、市民サービスの水準
低下をきたさないよう適切な管理を行う。また、新
庁舎移転後は、総合管理委託の導入などいっそ
う効果的で効率的な庁舎管理に努める。

◎

市有地の有効活用に努める。 ◎

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　庶務課 赤羽　悟

課の運営方針

○接遇サービスの更なる向上
・窓口の対応では、相手からではなく、まずこちらからお声掛けする。
・電話の応対では、２コール以上お待たせしないよう努める。
・さわやかに、おはようございます！感謝の意味を込めて、ありがとうございます！の挨拶を徹底する。
○法令順守と創意工夫（迅速かつ適切な対応／担当業務に対しプロとしての責任感を持って対応す
る。）
○業務の遂行に当たっては、情報を共有し、報告・連絡・相談を忘れず、相互に協力し合う。
○業務マニュアルを日々改善する。

☆「蕨市の行政運営に係る長期計画『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン」及び「実現計画」における庶務
課所管の推進項目の着実な推進

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

市有財産の有
効活用

事業に供する見込みのない普通財
産である市有地の有効活用を促進
する。

賃貸借契約を更新し、普通財産である市有地を有効に
活用した。

事業名 事業内容 取組み内容

市庁舎の適正な
維持管理

仮庁舎、仮設庁舎及び新庁舎での
業務遂行に当たり、市民サービス
の維持や推進に必要な適切な維
持管理に努める。

仮庁舎、仮設庁舎の管理を適切に行った。
また、新庁舎の管理については、移転後に改善点を見
つけ出すよう総合管理委託事業者のノウハウを駆使さ
せて、より一層適切な管理に努めている。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

令和５年度も引き続き、採用職種、求める人材に
応じた工夫を行う。

〇

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　人事課 平塚　悟

課の運営方針

〇蕨市人財育成基本方針に基づき、多様化、高度化するニーズに対応しながら、市民のために自らの
能力を発揮し、市民とともに行動することができる職員を育成するため、職員研修のさらなる充実に努
め、職員の資質及び能力の向上を図る。
〇「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン推進プランⅡの次の推進項目及び実施項目について重点的に取り
組む。
・有用な人材の確保と育成
・健康で元気に働く職員・職場づくりの推進
・公務員制度の改正に対応した人事管理の見直し
〇本課の職員の基本姿勢として、
・蕨市人財育成基本方針に掲げる職員像を目指し、常に必要とされる知識の習得並びに能力向上に努
めるとともに、問題意識を持って新たな課題や困難な事案に対し自らチャレンジする意欲を持って取り
組むことにより、本課業務全体のレベルアップにつなげる。
・市民評価の実施等の窓口サービス向上運動の先頭に立ち、一層の市民満足度の向上につながるよ
う、接遇力の改善、強化を図る。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

有用な人材の確
保と育成

職員の採用について、市の求める
職種や人材の確保に向けて取組を
進める。

保育士については採用必要数の確保のため、7月16日
の独自日程で試験を実施し、10月1日付で2名を採用し
た。また、9月の統一試験日においては保育士、保健師
の試験を実施した。事務職（福祉、障害者対象含む）、技
術職、消防職については二次募集を行い、令和6年1月
14日に試験を実施。合わせて、161名の応募があり、125
名が受験した。なお、二次募集より埼玉県電子申請サー
ビスを利用し、新たに電子申請による受験申込の受付を
開始した。引き続き有用な人材の確保に努める。



職員一人ひとりの健康管理やメンタルヘルス向上
に資するよう啓発を推進するとともに、ストレス
チェックを継続的に実施する。

◎

窓口アンケートを実施（1月頃）し、その調査結果
をもとに全庁に改善を促す等、職員の接遇の改
善・向上に努めるとともに、結果について市民に
公表する。

〇

各種専門研修や講師養成講座研修等、本市の課
題に対応した研修機会の確保に努める。

◎
職員の能力開
発機会の充実

蕨市人財育成基本方針に基づき、
各種研修や人事評価制度等を通し
て、職員の能力開発を進める。

職員研修実施計画を策定し、それに基づき階層別研修
や自治大等の派遣研修など各種研修を実施し、研修機
会の確保については計画通り達成できた。職員の資格
取得支援制度については、平成29年8月に制定した「蕨
市職員資格取得支援制度実施要綱」に基づき、令和5年
度は2名の職員に助成金を交付した。

健康で元気に働
く職員・職場づく
りの推進

職員のメンタルヘルス対策やハラ
スメント防止対策を引き続き実施
し、働きやすい職場環境づくりに努
める。

令和6年1月17日にメンタルヘルス研修を実施。
ストレスチェックは、令和5年10月に実施し、医師による
面接指導は、令和6年1～2月に実施した。

窓口応対等に関
する市民評価の
実施

職員の窓口対応等について、相手
の立場や目線で応対がされている
か調査し、接遇の改善・向上に努
める。

令和6年1月10日から1月24日まで窓口アンケートを実施
し、利用者から293件の回答を得た。総合結果では
85.7％の利用者が満足、やや満足との肯定的評価。部
署別の結果や個別意見もフィードバックを行い、今後の
接遇改善につなげるよう職員に周知するとともに、市民
にホームページで結果を公表した。今後は、接遇の改
善・向上という目的達成に向け、アンケート回答数を増や
すためにより効果的なアンケートの配布方法、実施方法
について検討していく。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

将来ビジョン推進プランⅡ、改定蕨市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略について進行管理を行
うとともに、計画の最終年度を迎えた将来ビ
ジョンの実現に向けて全庁的に取組を進める。

◎

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　政策課 佐藤　則之

課の運営方針

・本年度は、昨年度に引き続き、市の最上位計画である「コンパクトシティ蕨」将来ビジョンの実現に向
け、後期実現計画や将来ビジョン推進プランⅡ、改定蕨市まち・ひと・しごと創生総合戦略などの各種計
画の進行管理、市民参画・協働を推進する条例の適切な運用等の企画関連業務を円滑に遂行していく
とともに、昨年度実施した基礎調査をもとに、令和６年度を初年度とする１０年間の新たな将来ビジョン
策定に取り組む。
・また、令和８年度から開館予定の蕨駅前公共公益施設について、新図書館の運営方法の検討や行
政センターの取扱業務の検討を引き続き進める。
加えて、県のスーパーシティ・プロジェクトへのエントリー、シェアサイクル事業などの新規事業にも取り
組む。
・上記のとおり今年度は、市にとって重要な事業や新たな取組を行うことから、政策企画室職員は、創
意工夫を常とし、自己啓発に努めるとともに、業務遂行に当たっては、情報を共有し、報告・連絡・相談
を忘れず、相互に協力し合う。
・また、業務上の課題に対しては、室内全員で議論し解決するともに、関係課との円滑な連絡調整を図
る。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

「コンパクトシティ
蕨」将来ビジョン
の実現に向けた
各種計画の進行
管理

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン
後期実現計画や、将来ビジョン推
進プランⅡ、改定蕨市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略などの各種計画
の進行管理を行う。

将来ビジョン推進プランⅡ及び改定蕨市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略については、実施項目の
進行管理を行い、期間内に計画的に推進できる
よう調整を図った。



将来ビジョン審議会、策定委員会での議論、パ
ブリック・コメントを経て新たな将来ビジョンを策
定する。

◎

まちづくり推進室、図書館（新図書館）、市民課
（行政センター）、政策企画室の４課で公共公
益施設の運営方法などの検討を進めている
が、引き続き、公共公益施設の全体調整を行
い、新図書館の運営方法の検討や行政セン
ター取扱業務の調整を行う。

〇

埼玉県と調整の上、埼玉版スーパー・シティプ
ロジェクトへエントリーし、同プロジェクトに蕨市
として取り組む。

◎

シェアサイクル事業者と協議の上、シェアサイ
クル事業を行う市有地を選定し、令和５年度中
に事業者と連携協定を締結し、市として事業を
開始する。

◎

新たな総合計画で
ある将来ビジョン
の策定

昨年度の基礎調査をもとに令和６
年度を初年度とする新たな将来ビ
ジョンを策定する。

基礎調査、将来ビジョン審議会、策定委員会で
の議論、パブリック・コメントを経て、新たな長期
計画である将来ビジョンⅡを策定した。

蕨駅西口市街地
再開発事業の公
共公益施設の検
討

令和８年度開館予定の蕨駅前公共
公益施設について、カフェを含む新
図書館の運営方法の検討や行政
センター取扱業務の調整を行う。

新図書館の運営方法については、各運営方法
のメリット・デメリットを比較検討した。行政セン
ターの取扱業務については、各課ヒアリングの
上、行うべき業務の整理を行った。

埼玉版スーパーシ
ティ・プロジェクト
の取組

埼玉版スーパーシティ・プロジェクト
へエントリーし、同プロジェクトに蕨
市として取り組む。

埼玉県と調整の上、埼玉版スーパー・シティプロ
ジェクトへエントリーすることができた。

シェアサイクル事
業の実施

シェアサイクル事業者と連携し、市
としてシェアサイクル事業に取り組
む。

シェアサイクル事業者と協議の上、シェアサイク
ル事業を行う市有地を選定し、５月に事業者と連
携協定を締結し、市として事業を開始することが
できた。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

市立病院の建替えに向け、財源を確保し予算化
を図る。

◎

令和４年度決算に基づく固定資産台帳の更新や
財務書類の作成を行い、公表する。

◎

各契約案件について、市内業者の受注機会の確
保に努め、100万円以下の修理・修繕については
小規模修理・修繕契約希望登録業者の活用を図
る。

○

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　財政課 白鳥　幸男

課の運営方針

・予算編成にあたり、持続可能な財政運営を推進するため、事業の緊急性や必要性を適切に判断し、
限られた財源を効率的かつ効果的に活用する。
・契約事務にあたり、公平性および競争性の向上を図る。
・常に知識の習得に努め、自己研鑽に励む。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

市立病院建設
の財源確保

市立病院の建替えについて、施策
の優先度を高めて財源を確保し、
配分

令和５年度の３月補正予算で、市立病院建設基金に10
億円を積み増して、合計20億円となった。

地方公会計の
統一的な基準に
よる財務書類の
整備

統一的な基準による財務書類の作
成

固定資産台帳を令和４年度末時点のものに更新すると
ともに、令和４年度決算の統一的な基準による財務書類
を作成し、それぞれを市ホームページで公表した。

市内業者の受
注機会の確保

各契約案件について、市内業者の
受注機会を確保

小規模修理・修繕契約希望者登録制度の積極的な活用
について、例年同様各課に依頼。
※小規模修理・修繕契約希望者登録制度による令和５
年度の契約実績については、まだ出納閉鎖期日を迎え
ていないため、現在集計中。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

厳正な検査により、適切な契約執行を確保する。 ◎

建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化に
関する法律の趣旨に従い、適正な施工を評価し、
受注者の選定において請負業者の技術能力を測
る重要な指標とする。

◎

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　検査課 飛澤　正人

課の運営方針

・「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」及び「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
の趣旨を踏まえ、地方自治法、地方自治法施行令、政令、蕨市契約規則、その他関係規定に基づき、
円滑かつ適正な検査を執行する。
・実地及び資料に基づき、事実を正しく判断し、厳正に検査を行うものとする。
・客観的かつ公正な態度、判断をもって検査を行うものとする。
・立場の違いはあれども請負者とは対等であることを弁え、信頼関係を保持し、誠意をもって検査を行う
ものとする。
・工事の目的、内容を的確に把握し、必要十分な着眼点を持って、資料や現場での観察を十分に行い、
判断するものとする。
・効率的で的確な検査を実行するため、日頃から技術や知識の研鑽に精励するものとする。
・公共工事の真の発注者である市民の代行者として、工事目的物を引き取り代価を支払ってよいかどう
か、の検査を行っているという自覚を常に持つものとする。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

工事成績評定
工事の施工状況、目的物の品質等
を評価する。

客観的評価の徹底を図るため、考査項目の細別評価根
拠を確認した。
発注内容等により細別評価基準による評価が難しい場
合は、所管課の評価について、客観的評価の根拠を求
めるものとした。

事業名 事業内容 取組み内容

各種検査
工事、修繕、業務委託、物品納品
等について、適正な検査を実施す
る。

所管課との事前協議により、発注業務内容の実施状
況、工程の進捗状況等について報告を求め、完成図書
等の検査日前提出の期日を定めるとともに、検査期間に
おける予定を確認し確実に実施した。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

騒音、振動など、近隣住民に十分配慮しながら、
建物本体、及び駐車場等外構工事を安全かつ確
実に完了させる。

◎

行政運営に支障のないよう新庁舎へ移転するとと
もに、来庁者へ移転の周知を図る。

◎

大量かつ多様な什器等の配置について、竣工か
ら開庁までの決められた期間内に確実に実施す
る。

◎

仮庁舎として利用している市民会館等を年度内に
原状復旧するとともに、リース契約している仮設
庁舎については、年度内に解体工事を完了する。

◎

関係各課と連携し、公共施設等総合管理計画の
基本目標や実施方針、施設類型ごとの管理に関
する基本的な方針の実現を目指していく。

○

主要事業 令和5年度主要事業の検証

総務部　庁舎建設課 田熊　純也

課の運営方針

・一大プロジェクトである新庁舎建設に向けて課員一丸となって全力で取り組む。
・法令順守の徹底、創意工夫に努める。
・長期的かつ総合的な視点で公共施設のマネジメントを推進する。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

新庁舎建設事
業

令和３年度から３か年の継続事業
の最終年として、新庁舎建設工事
を完了させる。

近隣住民に配慮しながら、安全・確実に工事を進め、予
定通り竣工することができた。

新庁舎への移
転整備

秋の開庁に向け、新庁舎へ移転す
る。

計画通り、新庁舎への移転を実施できた。

什器等備品の
配置

秋の開庁に向け、什器等備品の配
置を行う。

什器等の配置について、竣工から開庁までの決められ
た期間内に確実に配置することができた。

仮庁舎等原状
復旧事業

新庁舎開庁後、仮庁舎等を原状
復旧する。

仮庁舎として利用した市民会館等を年度内に原状復旧
し、リース契約している仮設庁舎についても、年度内に
解体工事を完了した。

公共施設等の
ファシリティマネ
ジメントの推進

公共施設等総合管理計画の推進
を図る。

計画に基づく取り組みとして、第二中学校校舎の外壁、
及び屋上防水工事に係る実施設計を完了した。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

安全・確実に運用するために、機器及びシステム
の維持管理を行っていく。

◎

市が保有する情報資産を適正に管理し保護する
ため、二要素認証システムや情報資産の持出不
可設定などの技術的な対策や職員教育などの人
的な対策を継続的に実施し、セキュリティの確保
に努めていく。

◎

ICTなどのデジタル技術を活用し、市民サービス
の向上や内部業務の効率化を目指す。

◎

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　情報管理課 佐々木　則夫

課の運営方針

・住民情報システムなど、各種システムの安定稼働を図り、業務を円滑に推進すること。
・法令を遵守し、情報通信技術などの知識習得に努めるとともに、情報セキュリティ対策の充実を図るこ
と。
・業務遂行にあたっては、課内で情報を共有し、協力・連携して課題解決に取り組むこと。
・国が策定した「自治体DX推進計画」に対応するとともに、ICTを活用したデジタル化の推進に取り組む
こと。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

情報システムの
運用

住民情報システムや財務会計シス
テムなど当課において所管する情
報システムを安全・確実に運用す
る。

大きなシステム障害は発生しておらず、安定したシステ
ム運用が行われている。

セキュリティ対策
の徹底

国が定めた「自治体情報セキュリ
ティ強化対策」に基づき、当市で保
有する情報資産の安全性を確保す
るため、セキュリティ対策を実施す
る。

機器の適正な運用管理に努めるとともに、職員を対象と
したセキュリティ研修を実施するなど、セキュリティ対策
に取り組んでいる。

デジタル化の推
進

行政のデジタル化および自治体Ｄ
Ｘを推進する。

新庁舎開庁に合わせ、スマート窓口や公衆無線ＬＡＮの
サービスを開始するなど、関係各課と協力しデジタル化
の推進に取り組んでいる。



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

個人は課税資料や扶養関係の資料収集に、法人
については新規及び休廃業等営業実態の把握に
努め、必要に応じて調査を行う。

◎

土地・家屋については、登記済通知書や公図等
を活用して、課税客体の現況を調査する。
償却資産については、未申告事業所等の調査を
行う。

◎

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　税務課 樋口　裕一

課の運営方針

・法令を順守し、税制に関する知識の習得に努める。
・挨拶をはじめ、親切で丁寧、分かりやすい言葉での窓口サービスを行う。
・個人情報の取扱いには細心の注意を払うとともに、厳重な管理を行う。
・担当する業務だけでなく、協力しながら課全体の事業を推進する。
・課税客体を的確に把握するために、実地調査等の必要な調査を随時実施する。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

市県民税賦課
業務

市民税の課税客体である個人・法
人の所在並びに所得を的確に把
握し、適正かつ公平な賦課を行う。

市県民税「個人分」では、税務署や他団体との連携によ
る課税資料収集や扶養関係調査を行い、未申告者数の
削減に努めた。
「法人分」では、法務局等からの資料収集のほか、訪問
実態調査を行い、事業実態がある事業所に対して、均等
割課税等を行った。
【調査等の件数】
　○個人分
　　・通知書送付件数（夏）：1,744件
　　・通知書送付件数（秋）：1,093件
　○法人分
　　・登記簿確認・通知書送付・訪問調査件数：46件

固定資産税及び
都市計画税賦
課業務

固定資産税及び都市計画税の課
税客体である土地・家屋・償却資
産を的確に把握し、適正かつ公平
な賦課を行う。

固定資産のうち「土地」は、分合筆、更地等に対して、
「家屋」は、新増築・滅失・未登記家屋等に対して、各種
調査を実施することで、適正かつ公平な賦課を行った。
「償却資産」については、未申告事業所に対する催告を
行い、正確な課税客体の把握に努めた。
【調査等の件数】
　○土地・調査件数：878件
　○家屋・調査件数：741件
　○償却資産・現地調査・電話調査・催告件数：251件



軽自動車等の所有状況の確認、通知の送付など
の実態調査を行う。

◎
軽自動車税賦
課業務

市内に定置場を持つ軽自動車等
の所有者に対し、適正かつ公平な
賦課業務を行う。

軽自動車等の所有状況について実態調査を実施するこ
とで、適正かつ公平な賦課を行った。
【調査等の件数】
　○所有確認調査件数：885件



令和５年度　課長方針　検証

部課 課長

目標 達成状況

・税負担の公平性及び自主財源の確保を目的
に、本部が取り組む収納対策を着実に実施する
ことで、より一層、収納率の向上を図る。
・市に「特別対策チーム」を設置し、集中的な滞納
整理に取り組む。
・徴収専門員（会計年度任用職員）を追加任用
し、徴収体制の強化を図る。

◎

・現年課税分の滞納者に「納付書付き催告書」を
送付し、早期自主納付を促す。
・「納税コールセンター」及び「自動電話催告シス
テム」によって、広く電話催告・納付勧奨を実施
し、滞納の早期解消を図る。

・市税　収納率目標99.3％
・国保税　収納率目標91.1％

○

主要事業 令和５年度主要事業の検証

総務部　納税課 藤野　聡雄

課の運営方針

・納期内に納税している大多数の納税者との「税負担の公平性を確保」する。
・行政サービスを継続的かつ安定的に提供するため、自主財源である「税収を確保」する。
・徴税吏員の権限を最大限発揮し、効果的かつ効率的な滞納整理を進める。

達成状況

◎…目標どおり、事業を進めている
○…目標をおおむね達成し、事業を進めている
△…事業を一部進めているが、目標の達成には
　　　至っていない。
×…事業の実施に向け検討中。未達成。

事業名 事業内容 取組み内容

組織をあげた収
納対策

「市税等収納率向上対策本部」に
おいて、組織をあげて効果的かつ
効率的な収納対策に取り組む。

・令和６年度の収納対策として、徴収専門員（会計年度
任用職員）の任用と、市「特別対策チーム」の設置を継
続することで、収納率向上に向けた体制の維持・強化に
努めることを本部会議にて決定した。
・市「特別対策チーム」を起ち上げ、集中的な滞納整理に
取り組んだ。
・徴収専門員を増員し、徴収体制の強化を図った。

「現年課税分」
の徴収強化
（新規滞納の抑
止）

・催告（差押予告）書の送付
・滞納の早期納税相談・早期着手
・「納税コールセンター」及び「自動
電話催告システム」による電話催
告・納付勧奨

・現年課税分を中心に、年９回の一斉催告（差押予告）
書を発送、そのうち５回は「納付書付き催告書」とし、早
期自主納付を促した。
・「納税コールセンター」から、３月末日までに延べ約
36,000人に架電し、早期自主納付を促した。
・市「特別対策チーム」が、現年課税分の高額・困難事案
につき、集中的な滞納整理に取り組んだ。
・その結果、３月末日現在の現年課税分の市税収納率
は対前年度比で0.3ポイントの減、国保税は0.6ポイントの
増となっている。



・差押処分　目標件数1,000件
・換価額　目標1億1,000万円
・延滞金　徴収目標2,000万円

・現滞合計　市税収納率目標97.7％
・現滞合計　国保税収納率目標75.5％

・納税相談により自主納付を促し、早期の完納を
目指す。

○

・年２回の休日納税相談窓口を開設する。
・「ペイジー口座振替受付サービス」を活用し、口
座振替の加入を促進する。
・自治体ＤＸの動向を注視し、納税者が納付しや
すい環境づくりに努め、納期内納付の向上を目指
す。

◎

「蕨市債権管理対策委員会」において、各主管課
の収納状況や取組状況について、報告や意見交
換を行い、債権回収に対する共通認識を持ち、積
極的に債権回収に努める。

○

「滞納繰越分」
の圧縮

・累積滞納者の納税相談の実施
・差押処分の強化（換価しやすい
預貯金・生命保険・給与等の債権）
・延滞金徴収の徹底
・納付能力を見極め、財産のない
案件は処分停止
・困難案件は、県の徴収対策を活
用・連携を強化

・３月末日現在の新規差押件数は1,403件、税に充当し
た換価額は9,949万円、延滞金の徴収額は4,151万円、ま
た、納税相談を強化し、納付能力を充分に精査し、累積
滞納の早期解消を図った。
・市「特別対策チーム」が、滞納繰越分の高額・困難事案
につき、集中的な滞納整理に取り組んだ。
・その結果、３月末日現在の滞納繰越分の市税収納率
は、対前年度比2.2ポイントの減、国保税は3.6ポイントの
減となったが、現滞合計では、市税収納率は前年同率、
国保税は1.1ポイントの増となっている。

納税環境の整
備

・休日納税相談の実施
・口座振替の加入促進
・さらなる納税機会の拡充の検討

・年２回の休日納税相談窓口を開設した。
・「ペイジー口座振替受付サービス」を活用し、口座振替
手続きの利便性の向上を図った。
・「納付書付き催告書」送付時に「スマホ決済納付」に関
する案内チラシを同封し、納付しやすい環境の整備及び
周知に努めた。

市税等市債権
回収対策の強
化

・市税については、納税相談を実
施して自主納付を促し、納税相談
に応じない者は差押などの滞納処
分を進める。
・自主執行権のない私債権につい
ては、悪質な場合、司法に委ね強
制執行により債権回収の実現を図
る。

市が保有する債権については、各主管課において「基本
方針」「マニュアル」に基づき対応するものとしているが、
委員会において、各主管課の収納状況や取組状況につ
いて、報告や意見交換等を行うことで、債権回収に対す
る共通認識を持ち、積極的に債権回収に努めた。


